
有田川　防災まちづくり

「もしも」に備えて
知っておきたいこと、今できること

住
宅
が
被
災
し
た
ら

「
罹
災
証
明
書
」
を
発
行

問 

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

罹り

災さ
い

証
明
書
と
は
、
自
然
災
害
に
よ
っ

て
住
宅
が
損
壊
す
る
被
害
を
受
け
た
場
合

に
、
被
害
の
状
況
の
調
査
に
基
づ
き
、
被

害
の
程
度
を
認
定
し
、
公
的
に
証
明
す
る

も
の
で
す
。

 
ど
ん
な
時
に
必
要
？

・
災
害
保
険
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
と

き
・
給
付
金
・
融
資
・
災
害
義
援
金
な
ど
の

受
給
を
す
る
と
き

・
税
金
な
ど
の
支
払
い
猶
予
や
減
免
を
受

け
る
と
き
―
―
な
ど

   

申
請

罹
災
証
明
書
の
発
行
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
住
宅
の
所
有
者
が
次
の
書
類
を
そ

ろ
え
、
税
務
課
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
で
の
申
請
可
）。

な
お
、
申
請
は
原
則
被
災
後
10
日
以
内

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
書
類

・
罹
災
証
明
交
付
申
請
書

・
被
害
の
程
度
が
分
か
る
写
真
（
2
～
3

枚
程
度
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

・
委
任
状
（
申
請
者
と
住
宅
の
所
有
者
の

世
帯
が
異
な
る
場
合
に
必
要
）

・
手
数
料
（
2
0
0
円
）

●
申
請
に
係
る
留
意
事
項

・
証
明
書
の
発
行
に
は
日
数
を
要
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・
非
住
宅
が
損
壊
を
受
け
た
場
合
は
罹
災

届
出
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

●
申
請
場
所

・
税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

・
清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室

地
震
か
ら
住
ま
い
を
守
る

耐
震
化
事
業問 

建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）

今
後
予
想
さ
れ
る
大
地
震
か
ら
命
を
守

る
た
め
に
は
、
住
宅
の
耐
震
化
が
重
要
で

す
。
町
で
は
住
宅
の
耐
震
化
を
促
進
し
地

震
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

補
助
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

実
施
し
て
い
る
補
助
事
業
は
次
の
と
お

り
で
す
。
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
い
た
だ
く
か
、
広
報
あ
り
だ
が
わ
5

月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
募
集
戸
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

●
耐
震
診
断
（
木
造
・
非
木
造
）

●
住
宅
耐
震
改
修
事
業

・
住
宅
の
建
て
替
え
費
の
一
部
補
助

・
住
宅
の
耐
震
改
修
費
の
一
部
補
助

・
住
宅
の
耐
震
補
強
設
計
費
（
建
て
替
え

設
計
含
む
）
の
一
部
補
助

●
耐
震
ベ
ッ
ド
・
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置

費
の
補
助

●
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
費
用
補
助

大雨、台風、
地震……

44広報ありだがわ　2020.8


